
（１）実施地域については、「都道府県全域での実施の一環」が３割弱と
なった。また「都道府県の一部地域で実施」は７割超となっている。

○ 「都道府県全域での実施の一環」が８自治体（全体の 26％）、「都道府県の一部地域で実施」
が 23自治体（全体の 74％）となっている。

図29　 実施地域について（平成22年２月1日時点、回答31都道府県）
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※ 当設問に対し回答のあった 31自治体を対象に集計


